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【告示】

番 号 表 題 担当課名

１２５ 瀬戸内海環境保全特別措置法の規定に基づ 環境管理課

く特定施設の設置の許可の申請があった件

１２６ 歳入の徴収の事務を私人に委託した件 地方創生局

とくしまぐらし

応援課

１２７ 指定居宅サービス事業者を指定した件 長寿いきがい課

１２８ 指定介護予防サービス事業者を指定した件 同

１２９ 土地改良区の役員の就任について届出があ 農山漁村振興課

った件

１３０ 地籍調査の成果を認証した件 同

１３１ 街区境界調査成果を認証した件 同

１３２ 道路の区域を変更する件 道路整備課

１３３ 道路の供用を開始する件 同

１３４ 建築基準法の規定に基づく指定構造計算適 住宅課

合性判定機関から構造計算適合性判定の業 建築指導室

務を行う事務所の所在地の変更について届

出があった件

１３５ 同 同



【選挙管理委員会告示】

番 号 表 題 担当課名

２１ 地方自治法の規定による条例の制定又は改

廃の請求及び監査の請求をする場合の県議

会議員及び知事の選挙権を有する者の５０

分の１の数を告示する件

２２ 地方自治法の規定による県議会の解散の請

求、知事の解職の請求及び主要公務員の解

職の請求をする場合の県議会議員及び知事

の選挙権を有する者の総数のうち４０万を

超える数に６分の１を乗じて得た数と４０

万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数を告示する件

２３ 地方自治法の規定による県議会議員の解職

の請求をする場合の各選挙区における県議

会議員の選挙権を有する者の３分の１の数

を告示する件

２４ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律

の規定による県教育委員会の教育長又は委

員の解職の請求をする場合の知事の選挙権

を有する者の総数のうち４０万を超える数

に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分

の１を乗じて得た数とを合算して得た数を

告示する件



徳
島
県
告
示
第
百
二
十
五
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
五
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

申
請
の
概
要

１

申
請
者

名

称

日
亜
化
学
工
業
株
式
会
社

住

所

阿
南
市
上
中
町
岡
四
九
一
番
地
一
〇
〇

代
表
者

代
表
取
締
役

小
川
裕
義

２

工
場
又
は
事
業
場

名

称

日
亜
化
学
工
業
株
式
会
社

本
社

所
在
地

阿
南
市
上
中
町
岡
四
九
一
番
地

３

特
定
施
設
の
種
類

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
二
十
七
号
ル
に

規
定
す
る
湿
式
集
じ
ん
施
設

４

特
定
施
設
及
び
汚
水
等
の
処
理
に
関
す
る
事
項

二
の
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所
に
お
い
て
、
関
係
書
類
を
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、

徳
島
県
危
機
管
理
環
境
部
環
境
管
理
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
公
表
す
る
。

二

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

期
間

令
和
六
年
三
月
十
五
日
か
ら

令
和
六
年
四
月
五
日
ま
で

２

場
所

徳
島
県
危
機
管
理
環
境
部
環
境
管
理
課
及
び
阿
南
市
市
民
部
環
境
保
全
課



徳
島
県
告
示
第
百
二
十
六
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令

和
六
年
三
月
十
三
日
次
の
事
務
を
一
般
財
団
法
人
地
域
総
合
整
備
財
団
に
委
託
し
た
。

令
和
六
年
三
月
十
五
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

徳
島
県
地
域
総
合
整
備
資
金
貸
付
要
綱
（
平
成
二
年
九
月
六
日
制
定
）
第
一
条
に
規
定
す
る
地
域
総
合

整
備
資
金
に
係
る
償
還
金
の
徴
収
の
事
務



徳
島
県
告
示
第
百
二
十
七
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た

。

令
和
六
年
三
月
十
五
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

ク
レ
ド
合
同
会
社

徳
島
市
吉
野
本
町
六
丁
目
二
〇
番

ク
レ
ド
訪
問
看
護
ス
テ
ー

徳
島
市
吉
野
本
町
六
丁
目
一

ア

訪
問
看
護

令
和
六
年
三
月
一
日

地
の
一
三

シ
ョ
ン

徳
島

ベ
ニ
ュ
ー
モ
リ
Ｓ
ｔ
Ⅲ

五
〇
二

号

株
式
会
社
ツ
ク
イ

神
奈
川
県
横
浜
市
港
南
区
上
大
岡

ツ
ク
イ
徳
島
訪
問
看
護
ス

同

八
百
屋
町
二
丁
目
七

徳

同

同

西
一
丁
目
六
番
一
号

テ
ー
シ
ョ
ン

島
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
四
階

合
同
会
社
Ｍ
．
Ｋ

徳
島
市
国
府
町
佐
野
塚
字
新
田
八

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

阿
波
市
吉
野
町
西
条
字
西
大
竹
六

通
所
介
護

同

番
地
一

シ
ン
シ
ア

六
―
一



徳
島
県
告
示
第
百
二
十
八
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定

し
た
。令

和
六
年
三
月
十
五
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

ク
レ
ド
合
同
会
社

徳
島
市
吉
野
本
町
六
丁
目
二
〇
番

ク
レ
ド
訪
問
看
護
ス
テ
ー

徳
島
市
吉
野
本
町
六
丁
目
一

ア

介
護
予
防
訪
問

令
和
六
年
三
月
一
日

地
の
一
三

シ
ョ
ン

徳
島

ベ
ニ
ュ
ー
モ
リ
Ｓ
ｔ
Ⅲ

五
〇
二

看
護

号

株
式
会
社
ツ
ク
イ

神
奈
川
県
横
浜
市
港
南
区
上
大
岡

ツ
ク
イ
徳
島
訪
問
看
護
ス

同

八
百
屋
町
二
丁
目
七

徳

同

同

西
一
丁
目
六
番
一
号

テ
ー
シ
ョ
ン

島
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
四
階



徳
島
県
告
示
第
百
二
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地

改
良
区
の
役
員
の
就
任
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公

告
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
五
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

土
地
改
良
区
の
名
称

那
賀
川
土
地
改
良
区

二

就
任
役
員

役

員

名

氏

名

住

所

理

事

岩

佐

義

弘

阿
南
市
羽
ノ
浦
町
岩
脇
西
園
五
四

監

事

宗

本

治

之

吉
野
川
市
山
川
町
前
川
一
二
四
―
四



徳
島
県
告
示
第
百
三
十
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
牟
岐
町
長

、
小
松
島
市
長
、
阿
波
市
長
及
び
藍
住
町
長
か
ら
認
証
の
請
求
の
あ
っ
た
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
は

、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

令
和
六
年
三
月
十
五
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

牟
岐
町
に
係
る
地
籍
調
査

１

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

牟
岐
町

２

調
査
を
行
っ
た
時
期

令
和
三
年
度
及
び
令
和
四
年
度

３

成
果
の
名
称

海
部
郡
牟
岐
町
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿
（
中
村
七
地
区
）

４

調
査
を
行
っ
た
地
域

海
部
郡
牟
岐
町
中
村
の
一
部
（
中
村
七
地
区
）

５

認
証
年
月
日

令
和
六
年
三
月
五
日

二

小
松
島
市
に
係
る
地
籍
調
査

１
㈠

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

小
松
島
市

㈡

調
査
を
行
っ
た
時
期

令
和
二
年
度
及
び
令
和
三
年
度

㈢

成
果
の
名
称

小
松
島
市
（
中
田
町
七
地
区
）
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

㈣

調
査
を
行
っ
た
地
域

小
松
島
市
中
田
町
の
一
部
（
中
田
町
七
地
区
）

㈤

認
証
年
月
日

令
和
六
年
三
月
五
日

２
㈠

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

小
松
島
市

㈡

調
査
を
行
っ
た
時
期

令
和
三
年
度
及
び
令
和
四
年
度

㈢

成
果
の
名
称

小
松
島
市
（
櫛
渕
町
三
地
区
）
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

㈣

調
査
を
行
っ
た
地
域

小
松
島
市
櫛
渕
町
の
一
部
（
櫛
渕
町
三
地
区
）

㈤

認
証
年
月
日

令
和
六
年
三
月
五
日

三

阿
波
市
に
係
る
地
籍
調
査

１
㈠

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称



阿
波
市

㈡

調
査
を
行
っ
た
時
期

令
和
三
年
度
及
び
令
和
四
年
度

㈢

成
果
の
名
称

阿
波
市

吉
野
柿
原
十
一
地
区
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

㈣

調
査
を
行
っ
た
地
域

阿
波
市
吉
野
町
柿
原
の
一
部
（
吉
野
柿
原
十
一
地
区
）

㈤

認
証
年
月
日

令
和
六
年
三
月
五
日

２
㈠

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

阿
波
市

㈡

調
査
を
行
っ
た
時
期

令
和
三
年
度
及
び
令
和
四
年
度

㈢

成
果
の
名
称

阿
波
市

吉
野
柿
原
十
二
・
吉
野
西
条
四
地
区
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

㈣

調
査
を
行
っ
た
地
域

阿
波
市
吉
野
町
柿
原
及
び
西
条
の
一
部
（
吉
野
柿
原
十
二
地
区
・
吉
野
西
条
四
地
区
）

㈤

認
証
年
月
日

令
和
六
年
三
月
五
日

四

藍
住
町
に
係
る
地
籍
調
査

１
㈠

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

藍
住
町

㈡

調
査
を
行
っ
た
時
期

令
和
二
年
度
及
び
令
和
三
年
度

㈢

成
果
の
名
称

板
野
郡
藍
住
町
奥
野
字
前
川
の
一
部
（
前
川
一
地
区
）
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

㈣

調
査
を
行
っ
た
地
域

板
野
郡
藍
住
町
奥
野
の
一
部
（
前
川
一
地
区
）

㈤

認
証
年
月
日

令
和
六
年
三
月
五
日

２
㈠

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

藍
住
町

㈡

調
査
を
行
っ
た
時
期

令
和
二
年
度
及
び
令
和
三
年
度

㈢

成
果
の
名
称

板
野
郡
藍
住
町
奥
野
字
山
畑
及
び
徳
命
字
前
須
西
の
各
一
部
（
山
畑
二
地
区
・
前
須
西
一
地
区

）
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

㈣

調
査
を
行
っ
た
地
域

板
野
郡
藍
住
町
奥
野
及
び
徳
命
の
一
部
（
山
畑
二
地
区
・
前
須
西
一
地
区
）

㈤

認
証
年
月
日



令
和
六
年
三
月
五
日



徳
島
県
告
示
第
百
三
十
一
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
二
十
一
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
徳

島
市
長
か
ら
認
証
の
請
求
の
あ
っ
た
街
区
境
界
調
査
成
果
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

令
和
六
年
三
月
十
五
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

徳
島
市

二

調
査
を
行
っ
た
時
期

令
和
三
年
度
及
び
令
和
四
年
度

三

成
果
の
名
称

徳
島
市
津
田
町
の
一
部
（
津
田
二
）
の
街
区
境
界
調
査
図
及
び
街
区
境
界
調
査
簿

四

調
査
を
行
っ
た
地
域

徳
島
市
津
田
町
の
一
部
（
津
田
二
地
区
）

五

認
証
年
月
日

令
和
六
年
三
月
五
日



徳
島
県
告
示
第
百
三
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
徳
島
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
六
年
三
月
十
五
日
か
ら
二

週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
五
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

道
路
の
種
類

県
道

整
理

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路
線
名

区

間

番
号

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

名
西
郡
神
山
町
神
領
字
本

小
野
三
番
一
三
地
先
か
ら

同

字
北

旧

五
・
〇
〜
三
二
・
六

一
六
六
・
八

上
角
二
五
四
番
一
地
先
ま

０

で

石
井
神
山

２

名
西
郡
神
山
町
神
領
字
本

小
野
三
番
一
一
地
先
か
ら

同

字
北

新

四
六
・
二
〜
一
二
四
・
四

一
六
六
・
八

上
角
二
五
五
番
一
地
先
ま

で



徳
島
県
告
示
第
百
三
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
徳
島
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
六
年
三
月
十
五
日
か
ら
二

週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
五
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

道
路
の
種
類

県
道

整
理

延

長

路
線
名

区

間

供

用

開

始

の

期

日

番
号

（
メ
ー
ト
ル
）

名
西
郡
神
山
町
鬼
籠
野
字
一
ノ
坂

７

八
三
二
番
六
地
先
か
ら

０

鬼
籠
野
国
府

一
三
七
・
八

令
和
六
年
三
月
十
五
日

２

同八
二
四
番
二
地
先
ま
で



徳
島
県
告
示
第
百
三
十
四
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
八
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
か
ら
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
五
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
建
築
構
造
セ
ン
タ
ー

東
京
都
新
宿
区
新
宿
一
丁
目
八
番
一
号

二

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

変
更
前

事

務

所

所

在

地

本
社

東
京
都
新
宿
区
新
宿
一
丁
目
八
番
一
号

大
橋
御
苑
駅
ビ
ル
六
階

東
北
事
務
所

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
二
丁
目
一
〇
番
二
八
号

カ
メ
イ
仙
台
グ
リ
ー
ン
シ
テ
ィ
三
階

福
島
事
務
所

福
島
県
郡
山
市
中
町
一
一
番
五
号

や
ま
の
い
ビ
ル
一
〇
〇
三
号
室

群
馬
事
務
所

群
馬
県
高
崎
市
八
島
町
二
六
二
番
地

内
藤
ビ
ル
二
階

埼
玉
事
務
所

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
二
丁
目
二
番
三
号

さ
い
た
ま
浦
和
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
三
階

千
葉
事
務
所

千
葉
県
船
橋
市
葛
飾
町
二
丁
目
四
〇
二
番
三
号

丸
庄
ビ
ル
一
階

神
奈
川
事
務
所

神
奈
川
県
横
浜
市
西
区
高
島
二
丁
目
一
二
番
六
号

崎
陽
軒
ビ
ル

ヨ
コ
ハ
マ
・
ジ
ャ
ス

ト
一
号
館
七
階

長
野
事
務
所

長
野
市
南
県
町
一
〇
八
二
番
地

Ｎ
Ｄ
南
県
町
ビ
ル
五
階

愛
知
事
務
所

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
栄
四
丁
目
一
四
番
二
号

久
屋
パ
ー
ク
ビ
ル
七
階

三
重
事
務
所

三
重
県
四
日
市
市
浜
田
町
一
二
番
一
八
号

ア
ー
ク
四
日
市
ビ
ル
七
階

山
陰
事
務
所

島
根
県
松
江
市
中
原
町
六
番
地

岡
山
事
務
所

岡
山
市
北
区
内
山
下
一
丁
目
三
番
一
九
号

成
広
ビ
ル
二
階

広
島
事
務
所

広
島
市
中
区
八
丁
堀
一
五
番
六
号

広
島
ち
ゅ
う
ぎ
ん
ビ
ル
七
○
四
―
二
号
室



香
川
事
務
所

香
川
県
高
松
市
亀
井
町
二
番
一
号

朝
日
生
命
高
松
ビ
ル
五
階

愛
媛
事
務
所

愛
媛
県
松
山
市
三
番
町
七
丁
目
一
三
番
一
三
号

ミ
ツ
ネ
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
六
〇
一
号
室

福
岡
事
務
所

福
岡
市
博
多
区
御
供
所
町
一
番
一
号

西
鉄
祇
園
ビ
ル
三
階

佐
賀
事
務
所

佐
賀
市
駅
前
中
央
一
丁
目
五
番
一
〇
号

朝
日
生
命
佐
賀
駅
前
ビ
ル
三
階

長
崎
事
務
所

長
崎
市
万
才
町
三
番
四
号

長
崎
ビ
ル
二
階

鹿
児
島
事
務
所

鹿
児
島
市
西
千
石
町
一
一
番
二
一
号

鹿
児
島
Ｍ
Ｓ
ビ
ル
八
階
Ｂ
号
室

沖
縄
事
務
所

沖
縄
県
浦
添
市
牧
港
五
丁
目
六
番
八
号

沖
縄
県
建
設
会
館
四
階

変
更
後

事

務

所

所

在

地

本
社

東
京
都
新
宿
区
新
宿
一
丁
目
八
番
一
号

東
北
事
務
所

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
二
丁
目
一
〇
番
二
八
号

福
島
事
務
所

福
島
県
郡
山
市
中
町
一
一
番
五
号

群
馬
事
務
所

群
馬
県
高
崎
市
八
島
町
二
六
二
番
地

埼
玉
事
務
所

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
二
丁
目
二
番
三
号

千
葉
事
務
所

千
葉
県
船
橋
市
葛
飾
町
二
丁
目
四
〇
二
番
三
号

神
奈
川
事
務
所

神
奈
川
県
横
浜
市
西
区
高
島
二
丁
目
一
二
番
六
号

長
野
事
務
所

長
野
市
南
県
町
一
〇
八
二
番
地

愛
知
事
務
所

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
栄
四
丁
目
一
四
番
二
号

三
重
事
務
所

三
重
県
四
日
市
市
浜
田
町
一
二
番
一
八
号

大
阪
事
務
所

大
阪
市
中
央
区
南
本
町
三
丁
目
四
番
一
五
号



山
陰
事
務
所

島
根
県
松
江
市
中
原
町
六
番
地

岡
山
事
務
所

岡
山
市
北
区
内
山
下
一
丁
目
三
番
一
九
号

広
島
事
務
所

広
島
市
中
区
八
丁
堀
一
五
番
六
号

香
川
事
務
所

香
川
県
高
松
市
亀
井
町
二
番
一
号

愛
媛
事
務
所

愛
媛
県
松
山
市
三
番
町
七
丁
目
一
三
番
一
三
号

福
岡
事
務
所

福
岡
市
博
多
区
御
供
所
町
一
番
一
号

佐
賀
事
務
所

佐
賀
市
駅
前
中
央
一
丁
目
五
番
一
〇
号

長
崎
事
務
所

長
崎
市
万
才
町
三
番
四
号

鹿
児
島
事
務
所

鹿
児
島
市
西
千
石
町
一
一
番
二
一
号

沖
縄
事
務
所

沖
縄
県
浦
添
市
牧
港
五
丁
目
六
番
八
号

三

変
更
す
る
日

令
和
六
年
三
月
十
三
日



徳
島
県
告
示
第
百
三
十
五
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
八
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
か
ら
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
五
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
の
名
称
及
び
住
所

日
本
建
築
検
査
協
会
株
式
会
社

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
三
丁
目
一
三
番
一
一
号

二

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

変
更
前

構
造
判
定
部

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
三
丁
目
一
二
番
二
号

変
更
後

構
造
判
定
部

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
二
丁
目
一
二
番
六
号

三

変
更
す
る
日

令
和
六
年
三
月
十
八
日



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
条
例
の
制
定

又
は
改
廃
の
請
求
及
び
同
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
の
請
求
を
す
る
場
合
の
県
議
会
議

員
及
び
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
五
十
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
六
年
三
月
十
五
日徳

島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

中

田

丑

五

郎

一
二
、
一
四
二
人



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
議
会
の
解

散
の
請
求
、
同
法
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
解
職
の
請
求
及
び
同
法
第
八
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
主
要
公
務
員
の
解
職
の
請
求
を
す
る
場
合
の
県
議
会
議
員
及
び
知
事
の
選
挙
権
を
有
す

る
者
の
総
数
の
う
ち
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
六
年
三
月
十
五
日徳

島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

中

田

丑

五

郎

一
六
七
、
八
四
八
人



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
三
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
議
会
議
員
の

解
職
の
請
求
を
す
る
場
合
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
県
議
会
議
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
三
分
の
一
の
数

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
六
年
三
月
十
五
日徳

島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

中

田

丑

五

郎

選

挙

区

名

数

徳

島

七
〇
、
一
八
八
人

鳴

門

一
五
、
六
三
六
人

小
松
島
・
勝
浦

一
二
、
一
二
七
人

阿

南

一
九
、
六
〇
九
人

吉

野

川

一
一
、
〇
五
四
人

阿

波

一
〇
、
〇
四
二
人

美

馬

一
〇
、
〇
三
九
人

三

好

第

一

六
、
七
六
八
人

名

西

八
、
四
二
五
人

那

賀

二
、
一
八
九
人

海

部

五
、
三
四
四
人

板

野

二
七
、
一
一
二
人

三

好

第

二

三
、
八
三
五
人



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
四
号

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
県
教
育
委
員
会
の
教
育
長
又
は
委
員
の
解
職
の
請
求
を
す
る
場
合
の
知
事
の
選
挙
権

を
有
す
る
者
の
総
数
の
う
ち
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
六
年
三
月
十
五
日徳

島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

中

田

丑

五

郎

一
六
七
、
八
四
八
人
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